
あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、コロナ禍で停滞する地域経済の活性化と原油価格・物価高騰

等の影響を受けている生活者の負担軽減を図るため、厚木商工会議所（以下「商

工会議所」という。）に対し、予算の範囲内において、あつぎ生活応援キャッシ

ュバック事業交付金（以下「交付金」という。）を交付することについて、厚木

市補助金等交付規則（昭和45年厚木市規則第５号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象事業等） 

第２条 交付金の交付対象事業、交付対象経費及び交付金の額は、別表に定めると

おりとする。 

（交付申請） 

第３条 交付金を受けようとする商工会議所の代表者（以下「申請者」という。）

は、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金交付申請書に次に掲げる書類を

添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

（交付決定） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付

金を交付することを決定したときはあつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金

交付決定通知書により、交付しないことを決定したときはあつぎ生活応援キャッ

シュバック事業交付金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。 

（事業計画の変更） 

第５条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」

という。）は、当該決定を受けた事業計画の内容に変更が生じるときは、あつぎ生

活応援キャッシュバック事業交付金事業計画変更承認申請書を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認

めるときは、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金事業計画変更承認通知

書により交付決定者に通知するものとする。 

（交付金の交付時期）  

第６条 市長は、規則第９条第１項ただし書の規定に基づき、事業の完了前に交付



金を交付することができる。 

２ 交付金を請求しようとする交付決定者は、請求書を市長に提出しなければなら

ない。 

（状況報告） 

第７条 交付決定者は、事業の遂行及び予算執行状況について市長から報告を求め

られたときは、速やかに活動状況報告書を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第８条 交付決定者は、事業が完了したときは、あつぎ生活応援キャッシュバック

事業交付金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。 

(1) 事業実績報告書 

(2) 収支決算書 
（書類の整備等） 

第９条 交付決定者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、及び保管しておかなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該交付対象事業の完了の日の属する市

の会計年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

（交付金の取消し及び返還） 

第 10 条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交

付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した交付金の全部又は一部を

返還させることができる。 

 (1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。 

 (2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

 (3) 交付金を対象以外の用途に使用したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、あつぎ生活

応援キャッシュバック事業交付金取消（変更）通知書により交付決定者に通知す

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により交付した交付金の全部又は一部の返還を請求する

ときは、あつぎ生活応援キャッシュバック事業交付金返還請求書によるものとす

る。 

  
 



附 則 

この要綱は、令和４年12月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別表（第２条関係） 
(1) あつぎ生活応援キャッシュバック事業実施に係る事務事業 
 ア 対象経費 あつぎ生活応援キャッシュバック事業実施に係る次に掲げる事 

務経費 
(ｱ) 職員及び臨時職員等に係る人件費 
(ｲ) 事務の委託に係る委託経費 
(ｳ) 消耗品（備品を除く。）に係る経費 
(ｴ) 制度周知に係る広告料等の経費 
(ｵ) その他あつぎ生活応援キャッシュバック事業実施に係る事務として市長 

が認める経費 
イ 交付金の額 対象経費の全額 

(2) あつぎ生活応援キャッシュバック事業 
ア 対象経費 市内の店舗で 10,000 円以上の買物をした者（市内に住所を有す 

る者に限る。）にキャッシュバックする事業の実施に要する経費 
イ 交付金の額 対象経費の全額。ただし、１人当たり 3,000 円を上限とする。 

 

 

 

 

 


